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本科目のねらい

認定調査の判断基準、審査会における区分変更のルール等につい
てについて復習をし、審査会を意識した認定調査票の作成につい
て学びます。



演習の流れ

14:45 認定調査の判断基準等について（復習）

15:15 演習の説明
（演習）
15:20 事例１
15:40 事例２
16:00 事例３
16:20 事例４ （1事例20分ずつ）

16:40 演習まとめ
16:45 終了



認定調査の判断基準等について
Ⅰ 概況調査票について
Ⅱ 認定調査票について

～それぞれの判断基準～
Ⅲ 特記事項への記載方法について
Ⅳ 審査会の判定について



Ⅰ 概況調査票について
•その人の置かれれている環境や状況、これから利用したい支援
などがイメージできるように記入します。

※注意！
主にこの書類は審査会で使用されますが、基本的に判定に影響を及ぼす資
料ではありません。
例えば「生活介護を希望している」と記載があっても、その情報をもって
区分3以上にしなければならないということではありません。
あくまでも調査票に矛盾がないかどうかということを判断する補助にお使
いください。
（自治体によっては審査会資料に付けないこともあります。）
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Ⅱ 認定調査票について

特記事項は調査内容に矛盾がないかどうかを審査委員が判断をす
るときの補助に使用されます。
何故部分的な支援が必要なのか、なぜ支援が必要ないのか、など
を中心に特記を記載してください（できていることも書く）。
聞き取った内容と事実が明らかに違う場合は、本人の判断能力や
状況を調査員が勘案し、事実と思われる方で判断をし、何故その
判断になったのかということを特記事項に記載してください。
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認定調査票記載における大切な視点を再確認

〇誰が調査をしても同じ結果になるということをイメージ

拡大解釈、過小評価などはしないこと

〇それぞれの項目が矛盾していないかどうかを意識

どうしても矛盾する場合はその状態を特記事項へ記載

〇特記事項にはできていることも記載するように

審査員が対象者の全体像をつかめるよう様々な情報をいれる
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一次判定では、たった一項目の「できる・できない」の判断
によって区分が変わってしまう可能性があります。



１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１「支援が不要」自力100％、支援0％の場合
２「見守り等の支援」体には触れないが自力100％ではない場合
３「部分的な支援」体に触れる支援で、自力99％、支援1％の場合
４「全面的な支援」自力0％、支援100％の場合。

できたりできなかったりする場合はできない時を想定して判断
※「できない状況」に基づく判断は、運動機能の低下に限りません

判断に迷った場合は、特記事項に『迷った理由』『判断した根拠』を記載すること
→「～であると聞き取ったため迷ったが、～の場合は△△に○○という支援が必要であるため、□□であ
ると判断した。」

P.40~
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２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目
（16 項目）

• 「一連の行為」について例示されてある行為一つ一つについて
判断をおこない、「3．全面的支援が必要」で特に例示されて
いる事項以外で、一部の行為においてのみ全面的に支援が必要
であっても「２．部分的な支援が必要」と判断をする。

• 施設入所や家族の支援によって普段は支援がないように思われ
る場合、「自宅・単身」を想定して判断をする。

• まずは「全面的な支援が必要かどうか」を判断し、1％でも自
力の部分があれば「部分的な支援が必要」と判断をする。

P.52~
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３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

• できたりできなかったりする場合はできない状況で判断する。
• 補助具や補装具など機器を利用した状況で判断をする。
• 程度については、それぞれ例示されている項目に沿って具体的に判断を

おこなう。

（調査のやり取りの中で、
改めて伺う必要のないこともあります）
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４．行動障害に関連する項目（34 項目）

• 「有無」と「頻度」という視点で判断をしていきます。
• 調査前一か月の状態から判断をします。
• 支援や治療・投薬等がなければ行動上の問題が発生すると考え

られる場合は（普段は問題が発生していなくても）、その考え
られる頻度で判断をし、特記事項に日常生活の様子などを記載
してください。※行動上の問題が発生している場合と、発生し
ないように支援をしている場合の評価は同等。

• 例示されている事柄は事象の極一部のため、例示されていなく
とも似たような場合を含めて判断をし、特記事項に記載をして
ください。
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５．特別な医療に関連する項目（12 項目）

• 調査前約２週間の期間で判断をしてください。
• たまたまこの2週間の間にだけ行われたような治療行為につい

ては含まれません。
• ２週間の期間でない場合や項目にない治療について、「現在の

支援に影響を及ぼすと思われるような」治療があれば「その
他」の欄に記載してください。
（例えば月一回の定期通院治療、癲癇の治療、人工透析など）
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６．その他
認定調査の際に「調査対象者に必要とされる支援の度合い」に関することで確認できた事
項の記載できるよう・・・とされています。（マニュアルP.5）
想定される記載内容としては、

「思い込み、勘違い、固執行動等に対する支援」
「妄想や幻覚の有無や、それに対する支援」
「犯罪行為の繰り返しに対する支援」
「性的な問題行動に対する支援」 などとされています。
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それ以外には例えば・・・
・「痛み」などによる生活の支障など
・治療や訓練等に係る経済的・時間的・心理的負担等
・本人の障害受容や認識の程度が生活に影響を及ぼす場合
・本人が思う将来への不安など

※本人が置かれている社会・家庭によって支障をきたしている場合の評価はしません。
（社会的障壁に対する支援の評価はサービスの個別給付によっておこなわれる）



Ⅲ 特記事項記載のポイント
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審査会で区分を変更できる場合

変更の検討に使える根拠は「特記事項」と「医師意見書」のみ
※既に1次判定に反映されている項目は除く

いずれも「審査対象者に必要とされる支援の度合い」が「一次判
定の結果が示す区分等における支援の度合い」よりも大きい場合
は変更の根拠となります

Ⅳ 審査会の判定について



審査会で区分変更ができない場合
• 以下の事項に基づいた変更はできません
ア 既に当初の一次判定結果で勘案された心身の状況
イ 根拠のない事項
ウ 必要とされる支援の度合いとは直接的に関係しない事項
エ 心身の状況以外の状況

生活環境、本人の希望、現に受けているサービスなど

その他、前回結果を踏まえた変更も認められません！



演習ガイダンス



演習の目的
模擬認定調査を見ながら、調査の進め方や判断基準、特記事項の書き方の理解を
深めることを目的とする。

実施方法
１. 模擬認定調査（実演）を観察する。（3分）
２. 個人ワーク（5分）

認定調査票の該当する項目の選択と特記事項の記載を行う。
３. グループワーク（10分）

調査項目の判断等について、グループ内で議論を行う。
４. 解説を聞く。（2分）

事例について
• 事例は全部で４事例。
• それぞれの事例ごとに上記実施方法１～４を繰り返します。





模擬調査の配役・・・

•認定調査員
•介護者
•ご本人























おつかれさまでした♪

常にマニュアル等を確認して調査票を作成してください！
特記事項は審査会を意識して記入してください！


